
様式第二号の十三（第八条の十七の二関係）

年 6 月 4 日

奈良県知事 殿

 提出者

住　所

氏　名

電話番号

 当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①

②

③

④

（日本産業規格　Ａ列４番）

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の
減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

特別管理産業廃棄物処理計画書

東大阪市石切町5丁目7番59号

大阪精工株式会社
代表取締役社長　澤田　展明

0745-44-2303

大阪精工株式会社　奈良工場

奈良県磯城郡川西町大字唐院712-7事 業 場 の 所 在 地

令和７年４月１日から令和８年3月31日まで計 画 期 間

2238; 鉄鋼業/伸線業

売上額　20,819百万円（令和7年3月）

126人

（皮膜処理）
廃酸→最終処分業者に委託し、中和、脱水、埋立処分。
廃酸→再生利用業者に委託し、塩化第一鉄として再資源化。

事 業 の 種 類

事 業 の 規 模

従 業 員 数

特別管理産業廃棄物
の一連の処理の工程

（第１面）

令和7

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

事 業 場 の 名 称



特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

年度）実績】

t t

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

【前年度（令和6

（第２面）

 ①現状

特別管理産業廃棄物の種類 廃　酸

排 出 量 2843.88

汚水処理設備の修理・改造により、塩酸の使用量を低減している。

 ②計画

特別管理産業廃棄物の種類 廃　酸

排 出 量 2815.44

①現状

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

廃塩酸と廃硫酸は専用槽で保管し、他の廃棄物と区別している。

②計画

(今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

汚水処理設備の修理・改造により、塩酸の使用量を低減する。

今後も廃塩酸と廃硫酸は専用槽で保管し、他の廃棄物と区別する。

奈良工場長 （廃棄物処理統括責任者）

資材営繕環境室長　 （産業廃棄物管理責任者、特別管理産業廃棄物管理責任者）

資材営繕環境室員 （廃棄物管理担当者）

行政 処理業者



自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

年度）実績】

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

年度）実績】

t ｔ

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t t

t t

（今後実施する予定の取組 ）

【前年度（令和6

【前年度（令和6

②計画

自ら中間処理により減量する
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 量

（第３面）

①現状

特別管理産業廃棄物の種類

自 ら 再 生 利 用 を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量

自 ら 熱 回 収 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

特別管理産業廃棄物の種類

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

①現状

特別管理産業廃棄物の種類

自 ら 熱 回 収 を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量した
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 量

②計画

特別管理産業廃棄物の種類



自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

年度）実績】

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

年度）実績】

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【前年度（令和6

【前年度（令和6

自 ら 埋 立 処 分
を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量

（第４面）

①現状

特別管理産業廃棄物の種類

①現状

再生利用業者への
処 理 委 託 量

725.65

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

特別管理産業廃棄物の種類

自 ら 埋 立 処 分
を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

特別管理産業廃棄物の種類 廃　酸

全 処 理 委 託 量 2843.88

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量 2118.23

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

②計画



【目標】

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

年度）実績】

（今後実施する予定の取組等）

　　※事務処理欄

【前年度（令和6

電子マニフェストシステムJWNETを今後も利用する。

電子情報処理組織の使用
に関する事項

2843.88 ｔ

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物

排 出 量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

（第５面）

②計画

特別管理産業廃棄物の種類 廃　酸

全 処 理 委 託 量 2815.44

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量 2097.05

再生利用業者への
処 理 委 託 量

718.39

再生利用する処理業者の工程に合わせ、積極的に再生利用処理業者への
委託を行う。

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量


